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平
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三
年
七
月
十
日

内
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総
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大
臣

小

泉

純

一

郎

衆

議

院

議

長

綿

貫

民

輔

殿

衆
議
院
議
員
白
保
台
一
君
提
出
沖
縄
県
島
尻
郡
小
禄
村
字
大
嶺
の
土
地
（
旧
日
本
海
軍
那
覇
飛
行
場
用
地
・
現
那
覇
空
港
の

一
部
）
所
有
権
回
復
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。

平
成
十
三
年
七
月
十
日
受
領

答

弁

第

七

七

号



衆
議
院
議
員
白
保
台
一
君
提
出
沖
縄
県
島
尻
郡
小
禄
村
字
大
嶺
の
土
地
（
旧
日
本
海
軍
那
覇
飛
行
場
用
地
・
現
那
覇
空

港
の
一
部
）
所
有
権
回
復
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

昭
和
五
十
三
年
四
月
十
七
日
、
衆
議
院
予
算
委
員
会
に
大
蔵
省
が
提
出
し
た
「
沖
縄
に
お
け
る
旧
軍
買
収
地
に
つ
い
て
」

（
以
下
「
大
蔵
省
報
告
書
」
と
い
う
。
）
で
示
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、
沖
縄
に
お
け
る
旧
軍
買
収
地
に
つ
い
て
は
、
「
太
平

洋
戦
争
時
の
緊
迫
し
た
情
勢
の
下
に
、
国
家
総
動
員
法
に
基
づ
き
強
制
接
収
が
行
わ
れ
た
」
こ
と
等
の
理
由
か
ら
旧
地
主
に

返
還
す
べ
き
で
あ
る
と
の
要
求
が
提
起
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
大
蔵
省
に
お
い
て
関
係
省
庁
の
協
力
を
得
て
可
能

な
限
り
の
調
査
を
実
施
し
、
そ
の
結
果
に
基
づ
き
、
私
法
上
の
売
買
契
約
に
よ
り
正
当
な
手
続
を
経
て
国
有
財
産
に
な
っ
た

も
の
と
判
断
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
御
理
解
い
た
だ
き
た
い
。

二
に
つ
い
て

沖
縄
県
島
尻
郡
小
禄
村
字
大
嶺
の
土
地
（
旧
日
本
海
軍
那
覇
飛
行
場
用
地
・
現
那
覇
空
港
の
一
部
）
所
有
権
回
復
に
関
す

る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書
（
平
成
十
二
年
十
一
月
二
十
一
日
内
閣
衆
質
一
五
〇
第
八
号
）
一
及
び
二
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と

お
り
、
旧
海
軍
那
覇
飛
行
場
を
含
め
、
直
接
の
戦
闘
が
行
わ
れ
た
沖
縄
本
島
に
お
け
る
旧
軍
施
設
の
新
設
又
は
拡
張
の
た
め

一



の
用
地
に
つ
い
て
は
、
戦
時
中
旧
軍
が
買
収
し
た
こ
と
を
証
す
る
直
接
的
な
資
料
は
発
見
さ
れ
て
い
な
い
が
、
旧
軍
の
軍
用

地
買
収
手
続
あ
る
い
は
代
金
の
支
払
方
法
等
に
関
す
る
資
料
が
発
見
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
旧
軍
が
買
収
し
た
と
い
う
旧
軍
関

係
者
、
旧
官
公
署
関
係
者
、
旧
地
主
等
の
陳
述
等
が
あ
る
こ
と
、
旧
国
家
総
動
員
法
（
昭
和
十
三
年
法
律
第
五
十
五
号
）
に

基
づ
き
収
用
さ
れ
た
と
す
る
証
拠
は
全
く
見
当
た
ら
な
い
こ
と
等
か
ら
、
私
法
上
の
売
買
契
約
に
よ
り
正
当
な
手
続
を
経
て

国
有
財
産
に
な
っ
た
も
の
と
判
断
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

ま
た
、
お
尋
ね
の
旧
沖
縄
県
知
事
に
委
託
し
た
事
実
を
示
す
根
拠
は
、
「
用
地
買
収
ノ
件
委
託
」
（
昭
和
十
八
年
八
月
十

七
日
付
け
佐
建
機
密
第
三
四
号
ノ
一
、
二
八
八
）
、
「
用
地
買
収
委
託
取
扱
ニ
関
ス
ル
件
照
会
」
（
昭
和
十
八
年
八
月
十
八

日
付
け
佐
建
部
長
）
、
「
臨
時
資
金
前
渡
官
吏
任
命
ノ
件
照
会
」
（
昭
和
十
八
年
八
月
二
十
日
付
け
佐
建
部
長
）
等
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

大
蔵
省
に
お
い
て
は
、
沖
縄
に
お
け
る
旧
軍
買
収
地
に
つ
い
て
、
昭
和
四
十
八
年
六
月
か
ら
昭
和
五
十
二
年
十
二
月
ま
で

の
間
に
、
関
係
省
庁
の
協
力
を
得
て
、
事
情
聴
取
及
び
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
方
法
に
よ
り
旧
地
主
に
対
す
る
調
査
を
行
っ
た

と
こ
ろ
で
あ
る
。

旧
那
覇
飛
行
場
の
旧
地
主
に
対
し
て
事
情
聴
取
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
理
由
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、

二



昭
和
五
十
年
以
降
は
、
調
査
の
進
ち
ょ
く
を
図
る
た
め
、
旧
地
主
に
対
す
る
調
査
を
、
基
本
的
に
事
情
聴
取
に
よ
ら
ず
ア
ン

ケ
ー
ト
調
査
に
よ
り
行
う
こ
と
と
さ
れ
た
と
こ
ろ
、
旧
那
覇
飛
行
場
の
旧
地
主
に
対
す
る
調
査
は
昭
和
五
十
年
十
月
に
着
手

さ
れ
た
た
め
、
結
果
と
し
て
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
み
が
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
旧
那
覇
飛
行
場
に
係
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
に
お
け
る
質
問
項
目
と
し
て
は
、
買
収
に
当
た
っ
て
の
事
前
説
明
の
有

無
、
土
地
代
金
の
受
領
の
有
無
が
掲
げ
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
対
す
る
回
答
内
容
は
、
買
収
に
当
た
っ
て
の
事
前
説
明
の
有

無
に
つ
い
て
、
あ
っ
た
と
す
る
も
の
及
び
な
か
っ
た
と
す
る
も
の
が
そ
れ
ぞ
れ
二
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
程
度
、
不
明
と
す
る
も

の
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
程
度
で
あ
り
、
土
地
代
金
の
受
領
の
有
無
に
つ
い
て
、
受
け
取
っ
た
と
す
る
も
の
が
三
十
パ
ー
セ
ン

ト
程
度
、
受
け
取
ら
な
か
っ
た
と
す
る
も
の
が
四
十
パ
ー
セ
ン
ト
程
度
、
不
明
と
す
る
も
の
が
三
十
パ
ー
セ
ン
ト
程
度
で

あ
っ
た
。

四
に
つ
い
て

沖
縄
県
が
昭
和
五
十
三
年
三
月
に
作
成
し
た
「
旧
日
本
軍
接
収
用
地
調
査
報
告
書
」
の
内
容
に
つ
い
て
は
承
知
し
て
い
る

が
、
大
蔵
省
報
告
書
に
お
い
て
示
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、
沖
縄
に
お
け
る
旧
軍
買
収
地
に
つ
い
て
は
、
大
蔵
省
に
お
い
て
関

係
省
庁
の
協
力
を
得
て
可
能
な
限
り
の
調
査
を
実
施
し
、
そ
の
結
果
に
基
づ
き
、
私
法
上
の
売
買
契
約
に
よ
り
正
当
な
手
続

三



を
経
て
国
有
財
産
に
な
っ
た
も
の
と
判
断
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
御
理
解
い
た
だ
き
た
い
。

五
に
つ
い
て

大
蔵
省
報
告
書
に
お
い
て
示
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、
本
土
の
旧
軍
用
地
に
つ
い
て
、
旧
国
家
総
動
員
法
に
基
づ
き
収
用
が

行
わ
れ
た
事
例
は
見
当
た
ら
な
い
。

旧
軍
用
財
産
に
つ
い
て
は
、
「
戦
争
終
結
ニ
伴
フ
国
有
財
産
ノ
処
理
ニ
関
ス
ル
件
」
（
昭
和
二
十
年
八
月
二
十
八
日
閣
議

決
定
）
に
お
い
て
、
「
陸
海
軍
所
属
ノ
土
地
兵
舎
其
他
ノ
施
設
等
ノ
国
有
財
産
ハ
速
ニ
大
蔵
省
ニ
引
継
キ
大
蔵
省
ハ
之
ヲ
戦

後
ニ
於
ケ
ル
食
糧
増
産
其
他
民
生
安
定
及
財
政
上
ノ
財
源
等
ト
シ
テ
活
用
ス
ル
コ
ト
ヲ
期
シ
之
カ
適
実
ナ
ル
管
理
運
用
及
処

分
ニ
当
ル
モ
ノ
ト
ス
」
と
さ
れ
て
お
り
、
大
蔵
省
に
引
き
継
が
れ
た
旧
軍
用
地
の
過
半
に
つ
い
て
は
、
旧
自
作
農
創
設
特
別

措
置
法
（
昭
和
二
十
一
年
法
律
第
四
十
三
号
）
等
に
基
づ
き
売
渡
し
が
行
わ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

四


